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放射線施設を建設・運営するには

 関係法令に則り、規定された基準以上の管理が必要

 放射性同位元素の規制に関する法律

 労働安全衛生法（主に電離放射線管理規則）

 医療法 など

 放射線施設を建てる際には

 放射線・放射性物質を外に漏らさない設備 → 周辺環境への配慮

 施設使用者に過度の被ばくをさせないための設備 → 作業環境の確保

 放射線施設を管理・運営するためには

 施設要件が満たされているか → 定期的な測定、検査（関係省庁や外部機関によ
る検査を含む）

 作業者が適切に管理されているか → 作業者の従事状況の管理（被ばく管理・定
期的な特殊健康診断）

 RI施設を管理運営するには、手間と費用がかなり必要







では、放射線施設を廃止するには？

 施設の廃止方法は法令で定められている

 施設内に放射線物質及びその汚染物を適切に引き渡すこと

 施設内に放射性物質による汚染がないことを確認すること

 施設が管理していた放射線業務従事者の情報を適切な組織に引き渡すこと など

 特に2項目は多くの作業が発生し、第三者による確認を行うべき項目であるた
め、実施可能な業者による作業を検討する

 各施設では施設に汚染がないことを確認する作業（以下「除染」）の準備のた
め、保持しているRIの処分、搬入されている実験器具等の搬出準備を行う

 廃止・縮小作業に必要な経費は学長裁量経費を申請する

 入札を経て、除染作業を令和3年5月より開始



実際の作業（技術職員）

 廃止・縮小作業の準備段階での打合せ等への参加

 RI部への放射線業務従事者登録の集約化

 廃止・縮小する各RI施設のRI排水をRI部へ移送

 各施設の管理区域内実験室への持込品を汚染検査し、持出しの準備

 廃棄物品の選定

 持ち出して一般廃棄物とする場合は汚染検査

 RI廃棄物として管理区域内で処理する場合は廃棄物のドラム缶詰め作業

 各施設の放射線業務従事者にかかわる帳簿のRI部への管理替え

等々



実際の作業（技術職員）

RI排水移送の様子



実際の作業（選定業者（千代田テクノ
ル））

 各施設の管理区域内実験室の壁・床・天井及び備品の汚染検査及び除染

 管理区域内排水配管及び排水タンクの汚染検査及び除染

 管理区域内排気ダクト（ドラフト含む）及び排気フィルターユニットの汚染検
査及び除染

 原子力規制委員会提出用書類（RI施設の廃止届に添付が必要）の作成

 各施設での廃止・縮小に向けた原子力規制委員会との打合せへのアドバイス

等々



実際の作業（選定業者（千代田テクノル））
廃止報告書添付書類（株式会社千代田テクノル作成）より

測定対象 ポイント数

備品・物品 各１ポイント以上
※大型機器については、構造等により設定

室内床面 １ｍ２につき１ポイント

室内壁面 ２ｍ２につき１ポイント

室内天井面 ４ｍ２につき１ポイント

排気ダクト 室内排気口、フィルタユニット流入口につき
１ポイント

フィルタユニット ユニット内各面につき１ポイント

排水配管 室内排水口、貯留槽流入口につき１ポイント

前置槽・貯留槽
希釈槽

床面・壁面・天井面と同様

汚染検査の測定ポイントの設定



実際の作業（選定業者（千代田テクノル））
廃止報告書添付書類（株式会社千代田テクノル作成）より



実際の作業（選定業者（千代田テクノル））
廃止報告書添付書類（株式会社千代田テクノル作成）より



実際の作業（選定業者（千代田テクノル））
廃止報告書添付書類（株式会社千代田テクノル作成）より



実際の作業（選定業者（千代田テクノル））
廃止報告書添付書類（株式会社千代田テクノル作成）より



実際の作業（選定業者（千代田テクノル））
廃止報告書添付書類（株式会社千代田テクノル作成）より



実際の作業（選定業者（千代田テクノル））
廃止報告書添付書類（株式会社千代田テクノル作成）より



RI施設廃止にかかわって


